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　もうすぐホタル
を見ることができ

る季節になると聞いて〈♪ほー
ほーホタル来い。こっちの水は甘
いぞ♪〉童謡『ほたるこい』のフ
レーズを思い出しました。ホタル
はきれいな水が好きとは聞いた
ことがありますが、そういえば甘
い水は好きなのかと思い調べて
みると、本当にホタルは甘い水
が好きなようです。もっとホタル
が見られるように今年は砂糖水
で誘ってみようかなんて考えが
浮かんでしまいました。

編集後記

アピタ阿久比店　様
　町へ環境保全活動のために現金
23万3,306円をご寄付いただきま
した。
ピアゴ阿久比北店　様
　町へ環境保全活動のために現金
10万6,610円をご寄付いただきま
した。

平成30年度
草木厄歳会　様
　草木保育園へホ
ワイトボード掲示
板1台をご寄付い
ただきました。

ご寄付ありがとうございます

お知らせ

6月定例議会を開催6月定例議会を開催
　平成30年阿久比町議会第2回定例会を次のとおり開催します。
■日　時　6月14日（木）　午前10時から
　※　一般質問は、6月18日（月）・19日（火）の予定
■問い合わせ先　議会事務局　（48）1111（内1401）

不法就労・不法滞在防止
■不法残留者数
　　日本に不法残留している外国人の数は、平成30年1月1日現在約6万
6,000人とされ、その大半は、不法に就労しているとみられます。
■ブローカーや悪質な事業主の取り締まりを強化
　　不法残留などの不法滞在者に不法就労をあっせんするブローカーや就
労が認められていない外国人を雇用する事業主が後を絶ちません。これら
ブローカーや事業主の中には、就労者がもらう賃金・給与の一部を受け取
るなどして不法な利益を得ている者がいます。
　　警察では、このようなブローカーや悪質な事業主の取り締まりを強化し
ています。
■事業主の皆さんへ
　　外国人を雇用する場合は、適法に働くことができる外国人であるかにつ
いて、在留カードなどで「在留資格」、「在留期間」、「就労の可否」を確認して
ください。
　　「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」、「文化活動」、「研修」などの原則として
就労活動が認められていない在留資格の場合は、資格外活動の許可の有
無や許可された活動内容を確認してください。
　※　アルバイトをする場合は、あらかじめ入国管理局で資格外活動の許可
を受ける必要があります。

■不明な点などありましたら、入国管理局や警察に問い合わせてください。
　半田警察署　（21）0110
　名古屋入国管理局　052（599）2150

半田警察署からのお知らせ

子ども用品リユース市
　子どもの成長に伴い家庭で不要になった子ども用品を回収し、希望者に無償で配布します。
■開催日時　6月15日（金）、9月21日（金）、12月21日（金）、平成31年3月15日（金）
■時　間　午前11時～正午　
■場　所　勤労福祉センター（エスペランス丸山）
　※　大型用品は午前11時30分から抽選を行います。
　※　持ち帰ることができる数には制限があります。専用袋を使ってください。
■リユース用品の収集　リユースボックスを下記の場所に置いて、不要になった子ども用品を収集します。

　運営を手伝っていただけるボランティアを募集しています。
■問い合わせ先　NPO法人もやい　（48）8249
■実施主体　阿久比町
■実施委託　NPO法人もやい
■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（48）1111（内1124）

役場、子育て支援センター「あぐぴっぴ」、オアシスセンター
（保健センター）、卯ノ山児童館、町内各保育園、ほくぶ幼稚園


